志賀町シルバーハウス　指定管理募集要項
地方自治法第２４４条の２第３項及び志賀町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例（平成17年条例第64号）の規定に基づき、「志賀町シルバーハウス(以下「本施設」という。)」の指定管理者を次のとおり募集します。
なお、応募にあたっては、指定管理者制度の主旨や施設の設置目的等を踏まえ、本募集要項を十分にご確認くださいますようお願いいたします。 

１ 募集の概要
(1) 指定の期間
令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間とします。
(2) 施設の管理運営に関する基本的な考え方 

指定管理者は、本施設を管理するにあたり、次に掲げる項目に沿って管理を行うこと。 

① 本施設は、高齢者の健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を図ることを目的としている施設であるという設置理念に基づき、管理運営を行うこと。 

② 地域住民や利用者の意見・要望を管理運営に反映し、サービスの向上を図ること。 

③ 個人情報の保護を徹底すること。 

④ 効率的かつ効果的な管理運営を行い、施設の管理運営費の削減に努めること。 

⑤ 公平な運営を行うこととし、特定の個人や団体等に有利あるいは不利となる運営をしないこと。 

(3) 施設の概要 

① 名 称 

志賀町シルバーハウス 

② 所在地 

志賀町代田９字１番地１
③ 規 模 

ア. 敷地面積　　　８，３２５．３３㎡
イ. 建物面積　　　生きがいセンター（本体）　５４５．５５㎡ 

ウ. 建物構造 　　 鉄筋コンクリート造平屋建
エ. 建物概要　　　生産加工センター１棟（木造２階建）床面積２１１．１７㎡
オ．そ の 他　　　ゲートボール場、ふれあい広場
(4) 休館日及び開館時間 

① 休館日は、毎週月曜日と12月28日から翌年1月4日までとする。 

② 開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
③ 上記事項は、指定管理者が必要とする場合は、町長の承認により変更することができる。 

(5) 組織及び人員配置 

① 管理運営業務を実施するために必要な業務執行体制を確保するとともに、労働基準法を遵守し、管理運営を効率的に行うための適正な人数の職員を配置すること。 

② 責任者を１名配置し、職員の勤務形態は施設の管理運営に支障がないよう定めること。 

③ 受付業務には常時1名以上配置すること。 

④ 職員に対して施設の運営に必要な研修の実施に努めること。 

⑤ 職員の体制は、施設の管理運営に支障がないように配慮するとともに、利用者の要望に応えられるものとすること。 

２ 指定管理者が行う業務の範囲
(1) 施設の利用に関する業務 

① 施設の利用申込みの受付、利用の許可及び利用料金の徴収 

② 附帯設備の管理、操作説明等の業務 

(2) 施設の受付・案内業務 

① 施設利用の受付案内業務 

② 郵便等の受付 

③ その他受付業務に関連する業務 

(3) 施設等の維持管理及び修繕 
① 日常清掃（施設内及び駐車場等における日常的に必要な清掃業務） 

② 定期清掃（ガラス清掃、除草など定期的に必要な清掃業務） 

③ 設備の保守点検業務（保守点検等に係る詳細は別表１のとおりとする。） 

④ 施設内の機器類の保守点検 

⑤ 備品の管理 

⑥ 施設の修繕 

(4) 管理に関する経理業務 

① 維持管理経費（光熱水費等）及び通信運搬費（電話料）の支払い業務 

② 志賀町から受け入れる指定管理料に関する経理 

③ その他施設管理運営に必要となる経理業務 

(5) 総合的な管理に関する業務 

① 防火・防災に関する防災計画の作成、訓練の実施 

② 防犯対策の実施 

③ 防火管理者の配置 

④ 地域・住民との連携 

⑤ 災害時における避難所としての管理 

(6) 指定管理者が行うアンケート調査等
指定管理者自らが、定期的に、利用者のアンケート調査等を実施し、又は意見箱等を設置することにより、利用者からの苦情・要望等を把握し、本施設の管理運営に関する問題点等について改善を行うものとする。当該調査等の実施については、事前に志賀町と協議することとする。 

(7) 再委託
① 指定管理者は、仕様書で規定する業務の全部を一括して、又は業務の主たる部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
② 指定管理者は、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとする場合は、あらかじめ志賀町の承諾を得なければならない。
(8) 自主事業に関する業務
① 指定管理者が本施設において自主事業を行う場合、住民の利用を妨げない範囲で行うこと。
② 自主事業の実施を提案する場合は、事業内容及び経費明細について、事業計画書、収支計画書に記載すること。
③ 自主事業を行う場合、事前に志賀町と協議を行うこと。
④ 提案された自主事業については、志賀町と協定を締結する際に詳細を協議するものとする。
(9) その他必要な業務 

① 視察の対応 

② 各種統計等資料の作成、調査、管理業務の実施状況の回答 

③ その他、本施設の管理運営に必要と認められる業務 

３ 法令等の遵守 

本施設の管理運営にあたっては、この募集要項に定めのあるもののほか次の各項に掲げる法令、その他管理運営に適用される法令等の規定に基づくものとする。 
① 地方自治法(昭和22年法律第67号) 

② 地方自治法施行令(昭和22年法律第16号) 

③ 志賀町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年志賀町条例第64号) 
④ 志賀町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年志賀町規則第44号) 

⑤ 志賀町シルバーハウス条例(平成17年志賀町条例第121号) 

⑥ 志賀町シルバーハウス管理運営規則(平成17年志賀町規則第64号) 

⑦ 志賀町個人情報保護条例(平成17年志賀町条例第11号 )
⑧ 志賀町個人情報保護条例施行規則(平成17年志賀町規則第13号) 
⑨ 志賀町行政財産使用料条例（平成17年志賀町条例59号）
⑩ 労働基準法
⑪ 施設維持・設備保守点検に関する法規、水道法、消防法、電気事業法等
⑫ その他業務上必要な関係法令等
４ 個人情報の保護 

指定管理者は、志賀町個人情報保護条例の規定により本施設の管理運営を行うにあたって取り扱う個人情報については、適正な取り扱いの義務が課せられる。
５ 管理経費等について 

本施設の管理運営に要する経費は、利用料金、指定管理料及びその他収入によるものとする。 

(1) 収入について 

① 利用料金収入
志賀町シルバーハウス条例に規定する利用料金は、指定管理者の収入とする。 

② 指定管理料 

志賀町は、必要と認める管理経費に相当する金額を指定管理料として支払うものとする。ただし、当該年度の予算額を限度とする。 

③ その他の収入 

自主事業の展開による収入 

(2) 支出について 

① 管理経費 

本施設の管理運営に係る全ての費用は、指定管理料、利用料金及びその他の収入をもって充てるものとする。 

② その他の経費 

ア １件あたり10万円未満の施設及び備品の修繕は、指定管理者の負担とする。 

ただし、１件あたり10万円以上の修繕費が見込まれる場合は、志賀町と指定管理者の間で協議のうえ決定することとし、その経費は志賀町の負担とする。 

イ 施設の設置目的の効果を増す工事費等は、原則として、志賀町の負担とする。ただし、発注方法等については、志賀町と指定管理者の間で協議のうえ決定する。 

(3) 指定管理料は、会計年度(４月１日から翌年３月３１日まで)を基準とし、分割（４半期毎を予定）して支払うものとする。なお、支払い時期や方法は年度協定書にて定める。 
６ 指定期間終了にあたっての引継業務 

指定期間終了時には、次期指定管理者が円滑かつ支障なく本施設の業務を遂行できるよう引継ぎを行うこと。 

７ 備品等の管理
(1) 志賀町は指定管理者に、現在、施設に配備してある町有備品等を貸与する。 

(2) 指定管理者は、志賀町の所有に属する備品等については、志賀町財務規則（平成17年志賀町規則第35号）及び関係例規の管理の原則及び分類に基づいて管理するものとする。また、指定管理者は、同規則に定められた備品台帳等を備えてその保管に係る備品等を整理し、購入及び廃棄等について志賀町と協議して行うものとする。 

８　保険への加入
　　指定管理者は、次の保険に加入しなければならない。
　　施設管理者賠償責任保険
　　　対人賠償　１事故当たり　５，０００万円　　１人当たり　３，０００万円
　　　対物賠償　１事故当たり　　　５００万円
９ その他の事項 

(1) 業務を実施するにあたっての留意事項 

① 志賀町内にある他の住民利用施設との連携を図った運営を行うこと。 

② 指定管理者が施設の管理運営に係る各種規定・要綱等を作成する場合は、志賀町と協議を行うこと。 

③ 各種規定がない場合は、志賀町の諸規定に準じて、あるいはその精神に基づき業務を実施すること。 
④ 指定管理者が利用者の利便性の向上を図るため、自動販売機等（ただし、別に志賀町が指示するものを除く。）を設置しようとする場合は、志賀町に対して行政財産の目的外使用許可に係る申請を行うこと。
⑤ その他、募集要項に記載のない事項については志賀町と協議を行うこと。 
(2) 事業計画書の提出
指定管理者は、毎年度10月末日までに、次年度の管理運営に関する事業計画書(収支計画書等を含む)を作成し提出すること。
(3) 業務報告書の提出 

指定管理者は、毎月終了後、本業務に関し、次の各項に示す事項を記載した業務報告書(月報)を作成し、翌月10日までに提出すること。
① 本業務の実施状況
事業実施状況、施設維持管理実施状況
② 管理施設の利用状況
入館者数、施設利用率、企画展観覧者数
③ 料金収入の実績及び管理経費等の収支状況
④ 利用者からの苦情とその対応状況
⑤ 自主事業の実施状況
⑥ その他志賀町が指示する事項
(4) 事業報告書の提出 

指定管理者は、毎年度終了後、本業務に関し、次の各項に示す事項を記載した事業報告書を作成し、翌年度４月末日までに提出すること。
① 本業務の実施実績
事業実施実績、施設維持管理実績
② 管理施設の利用状況
入館者数、施設利用率、企画展観覧者数、利用者満足度
③ 料金収入の実績及び管理経費等の収支状況（収支決算書）
④ 課題分析と自己評価
⑤ 自主事業の実施実績
⑥ その他志賀町が指示する事項
(5) 事故・故障等異常時の措置 

施設内において、事故又は故障が発生したときは、志賀町健康福祉課（施設担当課）に報告し、指示を受け必要な措置を講ずるものとする。 

ただし、緊急を要する場合、又は軽微な事故・故障の場合は、指定管理者において必要な措置を講ずるものとする。 

(6) 立入検査について 

志賀町は必要に応じて、施設、物品、各種帳簿等の現地検査を行うことができるものとする。 

(7) 志賀町が行うモニタリング 

① 定期モニタリング
指定管理者が提出する報告書に対し、問題点や改善点等がないかチェックするため、志賀町において定期モニタリングを行うものとする。
② 臨時モニタリング
前項のモニタリング実施の結果、確認された問題や、突発的に本施設で発生した問題点、施設・設備等の破損・紛失状況等の確認、住民からの苦情等を解決するため、志賀町において実施調査等を必要に応じて行うものとする。
(8) 指定管理者の評価の実施について 

志賀町指定管理者選定委員会において次の評価を行うとともに、この評価の結果については志賀町議会等へ報告するものとする。 
① 所見評価
指定期間を通じて毎年度所見評価を実施し、次年度以降の施設の業務改善に反映するものとする。
② ５段階評価
指定期間満了時に５段階評価を実施し、施設の設置目的が十分に達成できたか、経費の低減の効果があったか、公の施設に相応しい適正な施設の管理運営が行われたかなど、指定管理者のレベルアップを図る観点から検証を行い、以後の選定、施設の業務改善に反映するものとする。
(9) その他 

① 緊急時対策、防犯・防災対策について、マニュアルを作成し、職員に指導を行うこと。
② 個人情報保護の体制をとり、徹底を図ること。 

③ 地域住民・利用者の意見等を施設の管理運営に取り入れるよう努めること。 

④ アンケート調査や意見箱の設置など、利用者のニーズの把握に努め、要望・不平等の把握とその対応策について、月毎に集計し翌月10日までに報告すること。 

１０ 協 議 

この募集要項に定めのない事項又は疑義が生じた場合は、指定管理者と志賀町が協議して定めるものとする。 
１１ 応募資格等
(1) 石川県内に事業所等を有する法人、その他団体。
①　株式会社、ＮＰＯ法人、その他任意団体等、組織の形態は問いません。
②　個人での応募はできません。
(2) 指定管理業務の開始日までに、次の許可を取得できる者。
①　公衆浴場の営業許可
(3) 次のいずれかに該当する場合は、応募できません。
①　地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により、志賀町における一般競争入札の参加を制限されている者。
②　地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により、指定管理者の指定の取り消し等を受けたことがある者。
③　会社更生法第１７条又は民事再生法第２１条の規定により、更正手続又は再生手続を開始している者。
④　国税及び地方税の滞納をしている者。
⑤　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団または暴力団員、及び暴力団または暴力団員と社会的に非難される関係にある者（従業員を含む）。
なお、応募以降においても、上記（３）の項目に該当することとなった場合は、指定管理者の候補となることができません。
１２ 募集に関する事項
(1) 募集及び選定のスケジュール
① 募集要項発表　　　　令和７年１１月１７日（月）（志賀町ホームページ）
② 募集期間　　　　令令和７年１１月１７日（月）～１２月２日（火）
③ 質疑受付期間　　　　令和７年１１月１７日（月）～１１月２８日（金）
④ 質疑回答日　　　　令和７年１１月１７日（月）～１２月２日（火）
⑤ 応募予定者説明会　　　　令和７年１１月２６日（水）　午後
⑥ 選定委員会による審査
○書類及び面接審査　　　　令和７年１２月１２日（金）　午後
⑦ 審査結果発表　　　　令和７年１２月１９日（金）　（予定）
⑧ 指定管理者の指定　　　　令和８年３月議会
⑨ 協定の締結　　　　令和８年４月１日
(2) 募集要項等の配布
募集要項等を以下のとおり配布します。
配布期間：令和７年１１月１７日（月）～１２月２日（火）
（土・日・祝日を除く）
配布場所：志賀町健康福祉課
志賀町ホームページからもダウンロードできます。
http://www.town.shika.lg.jp 

配布時間：午前９時～午後５時
配布資料：①　募集要項
②　申請に係る様式
③　施設の利用実績
④　志賀町公の施設の指定管理者の指定手続き期間に関する条例及び同条例施行規則
⑤　志賀町シルバーハウス条例及び志賀町シルバーハウス管理運営規則
(3) 質問の受付
募集に関する質問を以下のとおり受け付けます。
受付期間：令和７年１１月１７日（月）～１１月２８日（金）午後５時まで
提出方法：質問書（別記様式１）に記入のうえ、健康福課へFAX又はE-mailで提出してください（口頭による質問はご遠慮願います）。
回答方法：質問書に記載されている連絡先にE-mailで回答します。
なお、応募団体からの質問及び回答については、公平性の観点から、全ての応募団体に対して内容をお知らせします。
(4) 応募予定者説明会の開催
応募予定者を対象とした説明会を以下のとおり開催します。また、説明会終了後、施設見学を行います。
開催日時：令和７年１１月２６日（水）午後
開催場所：志賀町役場３階会議室
参加人数：各団体３名以内とします。
参加申込：応募予定者説明会参加申込書（別記様式２）を１１月２１日（金）正午までに、健康福祉課へFAX又はE-mailで提出してください。
(5) 申請書の受付
受付期間：令和７年１１月１７日（月）～１２月２日（火）
（土・日・祝日を除く）
受付時間：午前９時～午後５時
提 出 先：志賀町健康福祉課（志賀町役場１階）
提出方法：持参又は郵送（受付期間内必着）
提出部数：８部（原本１部、副本７部）
１３ 提出書類
(1) 指定申請書
(2) 事業計画書
(3) 定款又はこれらに準ずるものの謄本
①　登記事項証明書（申請日前６ヶ月以内に発行されたもの）
②　定款又は寄附行為の写し（最新のもの）
③　法人の概要（経営理念、事業経歴等）
④　就業規則、職員給与規定
（ある場合）

(4) 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における収支決算書
①　直近１ヵ年の収支決算書
②　直近１ヵ年の財産目録及び貸借対照表
(5) 現に行っている事業の内容及び実績を記載した書類
(6) 事業計画書に係る収支予算書
(7) 国税及び地方税の納税証明書（滞納がないことを証明できるもの）
(8) 類似施設等管理運営実績一覧表
（申出団体に類似施設等の管理運営実績がある場合）
(9) ＩＳＯ認証取得証明書（写）
　　　（応募団体がＩＳＯの認証を取得している場合）
(10) その他町長が必要と認める書類
　　　※(3)、(7)、(8)はある場合のみ提出

１４ 応募に際しての留意事項
(1) 申請に係る費用は、応募者の負担とし、提出された書類等は返却しません。
(2) 審査委員、本件業務に従事する本町職員及び関係者に対し、本件応募についての接触を禁ずるものとします。接触の事実が認められた場合は、失格となることもあります。
(3) 申請の撤回及び提出書類の修正は、軽微な修正を除き、原則として認められません。
(4) 必要に応じ、提出書類の内容について、聞き取り調査又は追加資料の提出を依頼することがあります。
(5) 応募書類を提出した後に辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出してください。
１５ 選定方法等
(1) 選定方法
指定管理者の選定にあたっては、志賀町指定管理者選定委員会設置要綱の規定により、応募者から提出された事業計画書等を審査し、指定管理者に最も相応しい団体（指定管理者候補）を選定します。
(2) 審査
①　選定基準に基づき、応募団体により提出された事業計画書等について書類審査するとともに、事業計画書の内容や団体の経営状況などについての面接審査を実施します。
②　書類審査、面接審査を踏まえ、委員が評価項目を採点し、各委員の点数を集計し、指定管理者候補を選定します。
(3) 選定結果の公表
指定管理者候補に選定された法人その他の団体は、町議会の議決を経た後に指定管理者として指定することとし、所定の手続きが終了次第、志賀町役場前掲示場に告示するとともに、志賀町ホームページで公表します。
１６ 選定基準
選定にあたっては、下記の選定基準に基づき、審査を行います。なお、審査にあたっては、「管理運営計画の適格性」の提案を特に重視します。
また、選定基準のうち、「１（1）施設の管理運営（指定管理業務）に対する理念、基本方針」、「１（2）安定的な人的基盤や財政基盤」及び「２（6）平等利用、安全対策、危機管理体制など」は、最低限満たしておくべき条件であり、この項目が一定のレベルに達していないと判断される場合は、他の項目の点数に関わらず、指定管理者候補として選定しません。

	選定基準
	選定のポイント

	１　指定管理者としての適性

	
	(1) 施設の管理運営（指定管理業務）に対する理念、基本方針
	○町の当該分野における基本的な政策や計画、あるいは施設の設置目的や性格等を十分に理解した上で、それらに適合した管理運営（指定管理業務）に対する理念や基本方針を持っているか。

	
	(2) 安定的な人的基盤や財政基盤
	○長期間安定的な管理運営（指定管理業務）を行っていくだけの人的基盤や財政基盤等を有しており、又は確保できる見込みがあるか。


	
	(3) 実績や経験など
	○同様、類似の業務の実績を有しており、成果を上げているか。
○施設の管理運営（指定管理業務）に関する専門的知識や資格、経験を十分に有しており、熱意や意欲を持っているか。
○複数の団体が共同して一つの応募団体となっている場合、それぞれの責任分担等が明確になっているか。


	２　管理運営計画の適格性

	
	【有効性】

	
	
	(1) 施設の設置目的の達成に向けた取組み
	○施設の管理運営（指定管理業務）に係る事業計画の内容が、施設の効用を最大限に発揮し、施設の設置目的に沿った成果が得られるものであるか。
○政策支援を図るための効果的な提案があるか。
※町の政策支援が業務内容に付加されている場合
○施設の利用者の増加や利便性を高めるための実施可能な提案があるか。
※利用促進を目的としている施設の場合
○施設間の有機的な連携が図られる提案があるか。
※複数の施設を一括して管理する場合
○施設の設置目的に応じた営業・広報活動に関する効果的な提案があるか。


	
	
	(2) 利用者の満足向　　　　　　上
	○利用者の満足が得られるよう十分に考えられているか。
○利用者の意見を把握し、それらを反映させる仕組みを構築しているか。
○利用者からの苦情に対する対策が十分に考えられているか。
○利用者への情報提供が図られるよう十分に考えられているか。
○その他サービスの質を維持・向上するための具体的な提案がなされているか。


	
	【効率性】

	
	
	(3) 指定管理業務に係る費用
	○指定管理業務に係る費用が妥当なものであるか。
○経費を低減するための実施可能な提案があるか
○利用料金の設定が適切であるか。
○施設の管理運営（指定管理業務）に係る収支計画の内容が合理的かつ妥当なものであるか。
○清掃、警備、設備の保守点検などの業務について指定管理者から再委託が行われる場合、それらが適切な水準で行われ、経費が最小限となるよう工夫されているか。


	
	
	(4) 収入の増加に向けた創意工夫
	○収入を増加するための実施可能な提案があるか。
※利用料金の改定を含む


	
	【適正性】

	
	
	(5) 管理運営体制など
	○施設の管理責任者、管理体制が明確に示されているか。
○施設の管理運営（指定管理業務）にあたる人員の配置が合理的であるか。
○施設の管理運営（指定管理業務）にあたる人員が必要な資格、経験などを有しているか。
○職員の資質・能力向上を図るよう考えられているか。
○地域の住民や関係団体等との連携や協働による事業展開が図られるものであるか。


	
	
	(6) 平等利用、安全対策危機管理体制など
	○施設の利用者の個人情報を保護するための対策が十分に考えられているか。
○利用者を限定しない施設の場合、利用者が平等に利用できるよう配慮されているか。
○日常の事故防止などの安全対策や事故発生時の対応などが十分に考えられているか。
○防犯、防災対策や非常災害時の危機管理体制などが十分考えられているか。



１７ 協定の締結
町は、議会の議決を経て、選定委員会の審査結果をもとに決定した指定管理者候補を指定管理者として指定するとともに、指定期間中の包括的な事項を定める基本協定書を締結します。
また、各年度の実施事項及び指定管理料等を定める年度協定書を別途締結します。
１８ 業務の継続が困難となった場合の措置
指定管理者は、業務の継続が困難となった場合、またはその恐れが生じた場合は、速やかに町に報告しなければなりません。その場合の措置については、次のとおりです。
①　指定管理者の責めに帰すべき事由による場合
指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難となった場合、町は指定の取消をすることができるものとします。その場合、町に生じた損害は指定管理者が賠償するものとします。
②　当事者の責めに帰すことができない事由による場合
不可抗力その他、町及び指定管理者いずれの責めに帰すことができない事由により、業務の継続が困難となった場合、業務継続の可否について両者で協議を行うものとします。協議の結果、業務の継続が困難と判断した場合、町はその指定を取り消すことができるものとします。
１９ 議会の議決が得られなかった場合等の措置
町議会での議決が得られない場合、又は議決を得るまでの間に、指定管理者候補を指定管理者に指定することが著しく不適当と認められる事情が生じた場合は、当該候補を指定管理者に指定しません。
なお、指定管理者候補が応募に関して負担した費用及び管理運営の準備のために負担した費用については、一切補償しません。
２０ 問合せ先
〒９２５－０１９８
石川県羽咋郡志賀町末吉千古１番地１
志賀町健康福祉課
ＴＥＬ：０７６７－３２－９１３１
ＦＡＸ：０７６７－３２－０２８８
E-mail：kenkou-fukushi@town.shika.lg.jp
別表１　志賀町シルバーハウス管理保守点検業務 
	項　　目
	必要管理事項
	頻　　度

	清掃
	日常的に整理・整頓等定期的な清掃

（ガラス、床洗浄・ワックスがけ）
	毎日床清掃

（定期清掃　年1回）

	消防設備
	日常保守管理定期点検
	毎年２回
（機器点検、総合点検）

	植栽管理
	植栽等日常保守管理
（樹木剪定、芝管理等）
	樹木剪定年１回、芝管理
年４回　ほか必要に応じて

	ボイラー

	日常保守管理定期点検

（バーナー整備）
	使用時期/毎日点検

(点検整備/年1回)

	警備

	火災、盗難点検
	平日　17:30～翌日 8:30
休日　 8:30～翌日 8:30

	一般用電気工作物
	日常保守管理定期点検
	月次点検　年３回
（年次点検含む）


別記様式１
質　　問　　書
令和　　年　　月　　日
施設名：　志賀町シルバーハウス　
　上記施設の指定管理者募集要項について、下記のとおり質問します。
	法人・団体名
	

	所在地
	

	電話番号
	
	FAX番号
	

	担当者名
	
	E-mail
	

	質問内容
	


（送付先）
志賀町健康福祉課
ＦＡＸ：０７６７－３２－９１３１
E-mail：kenkou-fukushi@town.shika.lg.jp
別記様式２
応募予定者説明会及び施設見学参加申込書
令和　　年　　月　　日
施設名：　志賀町シルバーハウス　
　上記施設の指定管理者の応募予定者説明会及び施設見学への参加を下記のとおり申し込みます。
	募集説明会
	参加　　不参加
	施設見学
	参加　　不参加

	法人・団体名
	

	所在地
	

	電話番号
	
	FAX番号
	

	担当者名
	
	E-mail
	

	参加者氏名
	
	

	
	
	


（申込期限）
　令和７年１１月２１日（金）正午まで
（申込先）
志賀町健康福祉課
ＦＡＸ：０７６７－３２－９１３１
　E-mail：kenkou-fukushi@town.shika.lg.jp
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